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とやま中央会 FAX 情報 

２０１６．１１．１５ 発行 №４９９ 

 

平成 28年度補正「革新的ものづくり・商業・

サービス開発支援補助金」の公募を開始 

 

 全国中小企業団体中央会では、平成２８年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助

金」（ものづくり補助金）の公募を１１月１４日（月）より開始しました。本事業は、中小企業・小規模

事業者が取り組む、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う

ための設備投資等を支援するものです。公募期間は平成２９年１月１７日（火）まで、３月中を目処に採

択公表を行う予定です。 

 

１．事業の目的 

 国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の

強い経済を構築するため、経営力向上に資する革

新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの

改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備

投資等の一部を支援します。 

２．対象要件 

 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を

行う中小企業・小規模事業者であり、下記の要件

のいずれかに取り組むものであること。 

（１）革新的サービス 

 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガ

イドライン」で示された方法で行う革新的なサ

ービスの創出・サービス提供プロセスの改善で

あり、３～５年で、「付加価値額」年率３％及び

「経営利益」年率１％の向上を達成できる計画

であること。 

（２）ものづくり技術 

 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定もの

づくり基盤技術を活用した革新的な試作品開

発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上さ

せる計画であること。 

３．公募期間 

 平成２８年１１月１４日（月）～平成２９年１

月１７日（火）〔当日消印有効〕 

 「ミラサポ（https://www.mirasapo.jp/）」での

電子申請の場合は、平成２９年１月４日（水）（予

定）～１月１８日（水）１７時となります。 

 なお、２次公募は予定していません。 

４．補助上限額及び補助率 

（１）第四次産業革命型 

・補助上限額：３，０００万円 

・補助率：２／３以内 

・設備投資：必要 

・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専

門家経費、運搬費 

（２）一般型 

・補助上限額：１，０００万円※ 

・補助率：２／３以内 

・設備投資：必要 

・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専門

家経費、運搬費 

（３）小規模型 

 ①設備投資のみ 

https://www.mirasapo.jp/
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・補助上限額：５００万円※ 

・補助率：２／３以内 

・設備投資：必要 

・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専門

家経費、運搬費 

 ②試作開発等 

・補助上限額：５００万円※ 

・補助率：２／３以内 

・設備投資：可能（必須ではない） 

・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専

門家経費、運搬費、原材料費、

外注加工費、委託費、知的財産

権等関連経費、クラウド利用費 

※ 雇用増（維持）をし、５％以上の賃金引上げに

ついては、補助上限を倍増 

※ 最低賃金引上げの影響を受ける場合について

は、補助上限をさらに 1.5倍（上記と併せ補助

上限は３倍） 

５．補助事業実施期間 

 交付決定日から平成２９年１２月２９日（金）

（小規模型の場合は平成２９年１１月３０日（木）

まで） 

６．公募説明会（予定） 

（１）日時 

 平成２８年１１月２９日（火）１４:００～ 

（２）会場 

 富山流通会館 大ホール 

 （富山市問屋町１－３－１８） 

７．お申込み・お問合せ先 

 本会 革新的ものづくり・商業・サービス開発支

援補助金 富山県地域事務局 

ＴＥＬ：０７６－４８２－５７３８ 

https://www.chuokai-

toyama.or.jp/mono/monodukuri28.html 

◇ 「小規模事業者販路開拓支援事業(小規模事業

者持続化補助金)」の公募が開始されました 

 

 経済産業省は、平成２８年度第２次補正予算に

「小規模事業者販路開拓支援事業」を措置し、う

ち、「小規模事業者持続化補助金」の公募を１１

月４日より開始しました。本事業は、小規模事業

者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模

事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経

営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路

開拓等を支援するものです。 

１．補助対象者 

 小規模事業者※であること 

 ※常時使用する従業員数が下記であること 

  卸売業・小売業： ５人以下、サービス業（宿

泊業・娯楽業以外）：５人以下、サービス業の

うち宿泊業、娯楽業：２０人以下、製造業その

他：２０人以下 

２．公募期間 

 平成２８年１１月４日（金）～平成２９年１月 

２７日(金) 〔当日消印有効〕 

３．補助率 

 補助対象経費の３分の２以内 

４．補助上限額 

 ５０万円、１００万円(賃上げ、雇用対策、海外

展開、買物弱者対策)、５００万円(複数の事業者

が連携した共同事業) 

５．補助対象事業（一例） 

（１）地道な販路開拓等の取組み 

 ①広告宣伝 

 ・販売促進チラシの作成、配布 

 ・ホームページ作成、改良 

 ・新聞や各種メディアへの広告 

 ・販促品の製造、調達 など 

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第一 銀 行 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/mono/monodukuri28.html
https://www.chuokai-toyama.or.jp/mono/monodukuri28.html
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 ②店舗改装 

 ・陳列レイアウトの改良 

 ・飲食店の店舗改修 など 

 ③商品開発 

 ・新商品開発 

 ・商品パッケージや包装紙などの改良 

 ④商談会、展示会への出展 

 ⑤ネット販売システムの構築 

（２）販路開拓とあわせて行う業務効率化（生産

性向上）の取組み 

 ・従業員の導線確保のための改装 

 ・システム導入による配送の効率化 

 ・システム導入による給与管理業務の効率化 

 ・ＰＯＳレジ購入による売上管理業務の効率 

  化 

６．お問い合わせ先 

（１）商工会議所地域の事業者 

 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事

務局 

ＴＥＬ：０３－６４４７－０８２０ 

http://h28.jizokukahojokin.info/ippan/ 

（２）商工会地区の事業者 

 富山県商工会連合会 

ＴＥＬ：０７６－４４１－２７１６ 

http://www.shokoren-

toyama.or.jp/kenren/H29jizokuka.page 

 

◇ 富山県事業引継ぎ支援センターのご案内 

 

 富山県新世紀産業機構では、国からの委託を受

け、中小企業・小規模事業者の事業承継・事業引

継ぎ等に関する相談に対応する「富山県事業引継

ぎ支援センター」を設置しています。 

 センターでは、後継者不足などで事業の存続に

悩みを抱える中小企業・小規模事業者や、経営資

源を引継ぐ意思のある中小企業・小規模事業者の

相談等について、専門相談員等が、適切な助言・

情報提供およびマッチング支援等の円滑な事業引

継ぎ等を総合的に支援いたします。 

 相談は無料、秘密は厳守いたしますので、お気

軽にご利用ください。 

１．窓口相談日時 

 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

２．場所 

 富山市高田５２７番地（情報ビル１階） 

３．相談から事業引継ぎまでの流れ 

①相談（一次対応） 

  中小企業者等の事業引継ぎ（Ｍ＆Ａ）、親族・

従業員承継等に係る相談に対応し、事業引継ぎ

を行うかどうかの判断を行います。 

②登録民間支援機関に橋渡し（二次対応） 

 事業引継ぎ（Ｍ＆Ａ）の見込み、支援希望が

ある場合、一次対応に基づき、匿名の企業概要

書の作成等並びに登録民間支援機関への橋渡し

等を行います。 

③登録民間支援機関（Ｍ＆Ａ仲介業者）による支

援 

  事業引継ぎの可能性があり、仲介業者が決定

した場合、登録民間支援機関が事業引継ぎ（Ｍ

＆Ａ）をサポートします。なお仲介には着手金

や成功報酬が発生します。 

 ④事業引継ぎ（Ｍ＆Ａ）の成約 

  売買交渉に双方が合意した場合、事業引継ぎ

（Ｍ＆Ａ）が成約します。 

４．ご相談の予約・お問い合わせ先 

 富山県事業引継ぎ支援センター 

（公益財団法人富山県新世紀産業機構内） 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０５ 

http://www.tonio.or.jp/info/hikitsugi/ 

 

◇ 女性起業支援セミナーを開催します 

 

 富山県新世紀産業機構は、富山県女性財団、石

川県産業創出支援機構との共催で、起業に興味が

ある女性と先輩女性起業家との交流を図るため、

下記のとおりセミナーを開催いたします。 

 参加費は無料で、託児（無料・要予約）の利用

できますので、ぜひご参加ください。 

１．開催日時 

 平成２８年１２月１０日（土）13:30～16:00 

http://h28.jizokukahojokin.info/ippan/
http://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/H29jizokuka.page
http://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/H29jizokuka.page
http://www.tonio.or.jp/info/hikitsugi/
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２．開催場所 

 富山県民共生センター サンフォルテ 

 ３０７研修室 （富山市湊入船町６－７） 

３．内容 

（１）パネルディスカッション 

①テーマ：「センパイに聞け！起業のホンネ」 

②パネラー（先輩起業家） 

  江尻 美佐子 氏（一般社団法人ｍｏｒｉｂｉ

ｏ森の暮らし研究所 代表理事） 

  水木 雅子 氏（株式会社ＣａｔｃｈＭ 代表

取締役） 

  宮原 優子 氏（ライフ・コンシェル三粋 代

表） 

（２）交流会 

少人数のグループに分かれてセンパイ起業家

に思いっきり質問！ 

４．お申込み先 

 株式会社ウーマンスタイル 

ＴＥＬ：０７６－２２７－８０６２ 

５．お問合せ先 

（公財）富山県新世紀産業機構 支援マネージ

ャーグループ 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０５ 

http://www.tonio.or.jp/semi/semi-5267/ 

 

 

 

 

◇ 全国中小企業団体中央会編著  組合関係新刊

図書のご案内 

 

 このたび、「改訂版 解説
・ ・

中小企業等協同組合会

計基準」（全国中小企業団体中央会 編）並びに「２

０１６年版中小企業組合必携」（全国中小企業団

体中央会 著）が発行されました。 

 「改訂版 解説中小企業等協同組合会計基準」は、

組合会計基準を、勘定科目ごとに実務上の留意点

等を解説したもので、Ａ５判５０４ページ、価格

は税抜３，０００円（送料別）です。 

 「２０１６年版中小企業組合必携」は、組合に

関する法律、運営、税務、会計等全般にわたり解

説した事務局必携書で、Ａ５判６５６ページ、価

格は税抜４，５００円（送料別）となっておりま

す。 

 購入希望の方は本会総務課（担当：藤井）まで

お問い合わせください。 

ＴＥＬ:０７６－４２４－３６８６  

 

 

１１月１７日(木)１４時３０分より、ホテ

ルグランテラス富山において、第５７回中小

企業団体富山県大会（中央会創立６０周年記

念大会）を開催いたします。 

 表彰受賞者並びに参加申し込みをされた皆

様のご来場を心よりお待ちしております。 
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